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白井市終活支援ノート 記入や保管の留意点 

  

保管する場所が決まっ

たら、どこに保管して

いるか、いつ見てほし

いかを、信頼できる、

大切な人にだけ伝えて

おいてください。 

市が終活支援ノート

を作成した趣旨はこ

ちらに記載のとおり

です。 

終活支援ノートには

様々な個人情報が記

載されますので、記

入後は金庫に入れる

など、大切に保管し

ていただければと思

います。 
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※以下、ワード版の原稿を使用しています 

（内容は冊子・PDF と同一です）。 

 

 

 

 

 

 

 

お名前を記入ください 

表 紙 

２ページ 

最初のページから順番に書

く必要はありません。フロ

ーチャートを参考のうえ、

関心のあるページから記入

いただければと思います。 
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３ページ 

お気に入りの写真を貼ってく

ださい。「自分の葬儀の遺影

として使ってほしい」という

写真を貼るのもひとつです。 

４ページ 

各ページに「記入日」があり

ます。そのページを記入した

年月日を記入ください。 

将来、認知症になったり、言

葉が伝えられなくなったと

き、皆さんをケアする関係者

（家族・ケアマネジャー・ヘ

ルパーなど）が、皆さんのこ

れまでの人生、好きだったこ

と、大切にしていることを知

るためのページです。 

メモ欄 記入例 

「写真のデータは〇〇にあります。」 

「葬儀の遺影にしてください。」 
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5ページの＜救急医療情報キットのご案内＞をお読みのう

え、 

備えていただければと思います。救急医療情報キットは、

市内の地域包括支援センターで配布しています。 

 

 

 

 

 

 

５ページ 

市が配布する「救急医療情報キ

ット」を備えている場合は、上

の四角に☑してください。 

その場合、５～６ページを記入

する必要はありません。 

「救急医療情報キット」を持っ

ていない場合は、下の四角に☑

し、5～６ページを記入してく

ださい。 

６ページ 
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７ページ 

「介護してほしい場所」を考える際に、在宅サービスの種類や

費用、施設の種類や費用が分からない場合、お住まいの地区を

担当する地域包括支援センターで情報提供いたします。 

終活支援ノートの 24ページ、または本資料の 15ページに掲

載の地域包括支援センターにお問い合わせください。 

「介護が必要になったとき」

とは次のような場合です。 

●認知症などによって、自分

で様々な手続きができなく

なったとき 

●身体が動かなくなって、周

囲の世話を受けながら暮ら

すことになったとき 
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８ページ 

９ページ 

終末期の過ごし方や治療への 

希望は、年齢や体調により変 

化していくものです。 

一度記入してそのままにせず 

に、定期的に家族等と話し合 

い見直すようにしましょう。 

９～10ページの記入が終わった

ら、このページを「切り取り線」

で切り取って「救急医療情報キッ

ト」に入れておいてください。 

●その他の介護に関する希望 

記入例 

「トイレやお風呂の介助は同性

を希望します」 

「部屋は自分の収入で賄えるの

であれば、個室で暮らしたい」 
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10ページ 

尊厳死宣言公正証書の文章

例です。公正証書を作成し

ても、必ず希望が叶えられ

るとは言えないのですが、

自分の意向をしっかりと示

す方法として有効です（希

望が尊重される確率が高ま

ります）。 

最寄りの公証役場は、終活

支援ノートの 25ページを

参照ください。 

 

 

尊厳死宣言公正証書を作成した

ら、写しを「救急医療情報キッ

ト」に入れておくことをお勧めし

ます。 

治療やケアへの希望だけでな

く、「家で最期を迎えたい」「大

切な人にお別れを伝えたいので

連絡してほしい」など終末期の

過ごし方の希望を自由に記入し

てください。 
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11ページ 
「財産管理ができなくなったと

き」とは、認知症などによって

収入や預貯金、不動産などの管

理ができなくなったときのこと

を指します。 

 

財産管理ができなくなったと

き、財産管理をお願いする人が

「いない」に☑がされた場合、

地域包括支援センターにご相談

ください。成年後見制度など、

対応する制度を紹介します。 

「任意後見人」とは、将来、財

産管理を頼む契約をした人で

す。任意後見人となる予定の

人がいる場合、公証役場で公

正証書を作成しています。 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ページ 

葬儀をせず、火葬・埋葬のみ

という方法を「直葬」といい

ます。「直葬」「家族葬」の特

徴は以下のとおりです。 

13ページ 

自分が亡くなったとき、葬儀の

施主となる親族が知らない可能

性のある友人・知人を記入しま

す。22～23ページに年賀状

などを添付する場合は、住所・

電話番号欄に「22ページにあ

り」などと記入ください。 

自分が亡くなったとき、連絡して

ほしくない人がいたら、施主に伝

わるよう記入しておきます。 
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14ページ 

15ページ 

●墓地使用者が自分以外

の場合… 

例えば、本家のお墓に入

る予定という場合、本家

の墓地使用者（自分のき

ょうだいや甥姪など）の

同意があるかを記入しま

す。 

SNS（ライン・フェイスブッ

ク・インスタグラム・ツイッタ

ーなど）のデータについて、亡

くなった後に削除してほしいか

どうか、削除する場合のパスワ

ード確認方法を記載します。 

品物や金銭を団体などに寄付した

い場合は、「遺贈」というかたち

になります。遺贈や遺言書作成の

相談による専門窓口は、地域包括

支援センターで紹介します。 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16ページ 

亡くなった後、記録や家財の処

分、残った医療費や施設費用、

家賃などの手続きを行う人がい

ない場合、生前に備える「死後

事務委任契約」という方法があ

ります。詳しくは、地域包括支

援センターにお問い合わせくだ

さい。 

１７ページ 

遺言には、主に、自筆で記入

する「自筆証書遺言」と、公

証役場で作成する「公正証書

遺言」があります。 

自筆証書遺言について、 

※2019年から財産目録の作成がパ

ソコン可になりました。 

※2020 年から、法務局での自筆

証書遺言保管制度が始まりました

（家裁検認不要になります）。 

⇒ 

家裁の検認不要に 
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18-19ページ 

このページは、亡くなったとき（葬

儀や相続関係）、認知症などで判断力

が低下し、成年後見制度の利用が必

要になったときに、役立ちます。 
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20ページ 

このページは、相続のと

き、認知症などで判断力が

低下し、成年後見制度の利

用が必要になったときに、

役立ちます。 

貯金の残高や、不動産の面

積など細かい情報を記載す

る必要はありません。 

お手元に書類がなくても、

記憶の範囲で記入すること

もできますので、少しずつ

書き進めてみてはいかがで

しょうか。 

21ページ 
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22-23ページ 

このページは、自由に書き込

むことが出来ます。例えば、 

●各ページの参考になる書類

を貼る。 

●他のページで書ききれなか

ったことを書く。 

●大切な人へのメッセージを

書く。  

などに活用ください。 

また、自分に関する書類を以下のようにしておく

と、家族・親族はいざというとき、様々な手続きが

スムーズに行えます。 

●カメラで撮影したり、スキャナでデータ化して 

メモリカード（SDカードなど） 

に入れ、封筒を貼り保管する。 

●書類をコピーして貼付する。 

書類の例 
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その他、書き方についてご不明な点やもっと知りたい制度がありま

したら、白井市の地域包括支援センターにお問い合わせください。 
 

●白井市の地域包括支援センター 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

担 当 学 区 名称・設置場所 電話・FAX 開設曜日 運 営 

白井第一小学校区 

白井第二小学校区 

七次台小学校区 

桜台小学校区 

①白井中央 

地域包括支援センター 電話 047- 

497-3474 

月～金 
（年末年始・ 

祝日除く） 

委託先： 

社会福祉法人 

神聖会 〒270-1492 白井市復 1123 

白井市保健福祉センター内 

南山小学校区 

池の上小学校区 

②白井駅前 

地域包括支援センター 電話 047- 

492-8100 

火～土 
（年末年始・ 

祝日除く） 

委託先： 

社会福祉法人 

皐仁会 〒270-1424 白井市堀込 1-2-2 

白井駅前センター内 

白井第三小学校区 

大山口小学校区 

清水口小学校区 

③西白井駅前 

地域包括支援センター 電話 047- 

497-5170 

火～土 
（年末年始・ 

祝日除く） 

委託先： 

社会福祉法人 

神聖会 〒270-1435白井市清水口 1-2-1  

西白井複合センター内 

② 

①  

① 白井中央地域包括支援センター 

場所：白井市保健福祉センター１階 

   ※白井市役所敷地内 

③西白井駅前地域包括支援センター 

場所：西白井複合センター１階 

※北総線西白井駅から徒歩約５分 

②白井駅前地域包括支援センター 

場所：白井駅前センター1階 

  ※北総線白井駅から徒歩約５分 

 

千葉 NT 中央駅 

【白井市地図】 

 

①  

③ 

① 

③ 

① 

白井市終活支援ノート担当 ： 高齢者福祉課地域包括ケア推進係 電話 047-497-3484 


